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図 序-1 都市計画における都市計画マスタープランの位置づけ 

 

序 章 平川市都市計画マスタープランとは 
１．目  的 

 

都市計画マスタープランとは、平成４年の都市計画法改正において、新たに位置づけら

れた都市計画法第 18 条の 2 に規定する｢市町村の都市計画に関する基本的な方針｣として

定めるものであり、｢市町村総合計画｣や都道府県が広域的視点から都市計画区域*の整備、

開発及び保全の方針を定める「都市計画区域マスタープラン」などの内容に即し、都市づ

くりの方向性を示すものです。 

平川市都市計画マスタープランは、本市が目指す将来都市像の実現に向けたまちづくり

の基本方針であり、市民の意見を反映しながら地域特性に応じた将来都市像を明らかにし、

その実現に向けた方策を示す指針となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * *

注：＊が付されている用語は、参考資料に用語解説が記載されています。 
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図 序-2 平川市都市計画マスタープランの構成 

 

２．役  割 

 

平川市都市計画マスタープランは、次の３項目に着目して策定します。 

 

① 本市の目指すべき将来都市像を明確に示し、都市計画に対する市民の理解を深めます。 

② まちづくりの基本的な整備方針を示すとともに、上位計画や他の施策との整合性・総

合性を確保します。 

③ 市民主体のまちづくりにより、市民のまちづくりに対する積極的な参加の気運を高め、

今後のまちづくりの基本的な体系を作ります。 

 

３．構  成 

 

平川市都市計画マスタープランは、市全体の将来都市像を示す「全体構想」と、市内を

身近な地域に区分し各々の将来都市像を示す｢地域別構想｣、ならびにそれらの構想を実現

させるための「まちづくりの実現に向けて」で構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 全体構想

目指すべき将来都市像を具体的に実現する
ための方法や方策など

３ まちづくりの実現に向けて

２ 地域別構想

市全体の目指すべき将来都市
像や目標、都市づくりに関わる
方針など

市内を身近な生活環境により地
域に区分し、地域ごとに目指す
べき将来都市像など

１ 全体構想

目指すべき将来都市像を具体的に実現する
ための方法や方策など

３ まちづくりの実現に向けて

２ 地域別構想

市全体の目指すべき将来都市
像や目標、都市づくりに関わる
方針など

市内を身近な生活環境により地
域に区分し、地域ごとに目指す
べき将来都市像など
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表 序-1 文章表現一覧表 

 

４．文章表現 

 

平川市都市計画マスタープランでは、書く文章表現において、実施主体や計画の熟度に

従った表現方法を用いています。表現方法によって、市民・事業者等と行政の役割分担な

どがわかるように整理しています。 

 

 

 

表現方法 実施主体 計画熟度 

 
～目指します。 
～図ります。 
 

 
・市が主体、市民や事業者と協働 

～育みます。 ・市民と協働 

 
・目標、方向性に関する事項 

 
～進めます。 
～推進します。 
～取り組みます。 
～整備します。 
 

 
・市が主体 

 
・既に事業着手されている事項 
・優先的に取り組む事項 
・長期総合プランに位置づけられている事項 

 
～努めます。 
 

 
・市が主体 

 
・目標達成に時間がかかるが、 
 継続して取り組んでいく事項 
 

 
～検討します。 

 
・主体が決定していない 

 
・目標の実現に向けて、 
 庁内・関係機関・市民との 
 協議・調整・検討が必要な事項 
 

 
～誘導します。 
～促進します。 
～働きかけます。 
 

 
・市が市民や事業者の取り組みを 
 誘導・促進 

 

～支援します。 ・市が市民や事業者の活動を支援  

 

 

 



 
 

                              序 章 平川市都市計画マスタープランとは 

5 

図 序-3 平川市都市計画マスタープランの策定体制 

 

５．策定体制 

 

都市計画マスタープランを策定するにあたり、市民の意見を反映した計画づくりができ

るよう、市民アンケートの実施など市民意見の把握につとめながら、策定をすすめてきま

した。 

 また、庁内の調整組織として｢平川市都市計画マスタープラン庁内検討委員会｣を設置す

るとともに、各種団体や様々な分野で活躍する市民の代表者からなる「平川市都市計画マ

スタープラン策定委員会」を設置し、都市計画マスタープランを多角的な観点から検討し

てきました。 
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